
 

1 

 

令和２年度答申第３８号 

令和２年９月２４日 

 

諮問番号 令和２年度諮問第４１号（令和２年９月９日諮問） 

審 査 庁 厚生労働大臣 

事 件 名 中小企業退職金共済法１０条５項に基づく退職金減額認定処分に関す

る件 

 

答  申  書 

 

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。 

 

結     論 

 

本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判断は、

妥当である。 

 

理     由 

 

第１ 事案の概要 

本件は、Ｘ（以下「審査請求人」という。）が、中小企業退職金共済法（昭

和３４年法律第１６０号）１０条５項の規定に基づき、退職した被共済者（以

下「本件被共済者」という。）については、その退職が本件被共済者の責めに

帰すべき事由によるものであり、退職金を減額して支給することが相当である

旨の認定申請（以下「本件申請」という。）をし、厚生労働大臣（以下「処分

庁」又は「審査庁」という。）が本件申請どおり認定する処分（以下「本件認

定処分」という。）をしたことを受けて、審査請求人が本件被共済者の退職金

の減額割合を１００分の３０とするとの申出をしたものの、本件被共済者によ

る新たな不正が発覚したことにより、今後、審査請求人の被害が拡大すること

から、上記申出の退職金の減額割合では不服であるとして、本件認定処分の取

消しを求めて審査請求をした事案である。 

１ 関係する法令の定め 
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 ⑴ 中小企業退職金共済法１０条１項は、独立行政法人勤労者退職金共済機

構（以下「機構」という。）は、被共済者（事業主が機構との間で締結し

た退職金共済契約（事業主が機構に掛金を納付することを約し、機構がそ

の事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支払うことを約する契

約をいう。以下同じ。）に基づき、機構がその者の退職について退職金を

支給すべき者をいう。以下同じ。）が退職したときは、その者に退職金を

支給すると規定し、同条５項は、被共済者がその責めに帰すべき事由によ

り退職し、かつ、共済契約者（退職金共済契約の当事者である事業主をい

う。以下同じ。）の申出があった場合において、「厚生労働省令で定める

基準」に従い厚生労働大臣（処分庁）が相当であるとの認定（以下「退職

金減額認定」という。）をしたときは、機構は、厚生労働省令で定めると

ころにより、退職金を減額して支給することができると規定している。 

⑵ 上記⑴の「厚生労働省令で定める基準」（以下「退職金減額の認定基準」

という。）については、中小企業退職金共済法施行規則（昭和３４年労働

省令第２３号）１８条が次の各号のとおりとすると規定し、同条３号には、

「正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱したこと又は雇

用契約に関し著しく信義に反する行為があつたこと。」が掲げられている。 

  そして、中小企業退職金共済法施行規則は、退職金減額の手続について、

次のとおり規定している。 

 ア 共済契約者は、退職金減額認定を受けようとするときは、被共済者の

退職事由が退職金減額の認定基準に該当するものであることを明らかに

した退職金減額認定申請書を処分庁に提出しなければならない（２１条

１項）。 

 イ 共済契約者は、退職金減額の申出をするときは、退職金減額の理由と

なるべき退職事由、減ずべき退職金の額等を記載した退職金減額申出書

に退職金減額認定があったことを証する書類を添付して機構に提出しな

ければならない（２０条１項）。 

 ウ 機構は、共済契約者が申し出た額によって、退職金の減額を行う。た

だし、機構は、共済契約者が申し出た額による退職金の減額が被共済者

にとって過酷であると認めるときは、減ずべき額を変更することができ

る（１９条１項、３項）。 

２ 事案の経緯 

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は、以下のとおりである。 
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⑴ 審査請求人は、本件被共済者が担当していた住宅新築工事（以下「本件

工事」という。）において金融機関の融資証明を偽造して審査請求人に本

件工事を着工させたことは審査請求人の就業規則所定の懲戒事由（具体的

には、６章３条⑸（「故意に業務の能率を阻害し、また業務の遂行を妨げ

たとき」）、⒀（「業務上の指揮命令に違反したとき」）及び⒃（「故意、

または過失により法令に違反し、または刑法上の処分を受け、若しくはそ

れに類する不法行為があったとき」））に該当するとして、平成３０年１

２月２９日付けで、本件被共済者に諭旨退職の懲戒処分をし、これにより、

本件被共済者は、退職した。 

  （経営会議議事録（２０１８年１１月２９日）、従業員就業規則） 

⑵ 審査請求人は、平成３０年１２月２９日付けで、中小企業退職金共済法

施行規則２１条１項の規定に基づき、処分庁に対し、本件被共済者につい

ては、その退職が本件被共済者の責めに帰すべき事由によるものであり、

退職金を減額して支給することが相当である旨の認定申請（本件申請）を

した。 

  （退職金減額認定申請書） 

  ⑶ 処分庁は、平成３１年２月７日付けで、審査請求人に対し、本件被共済者

については、その退職が本件被共済者の責めに帰すべき事由によるもので

あり、退職金を減額して支給するのが相当である旨の認定処分（本件認定

処分）をした。 

  （退職金減額認定申請書の認定欄） 

  ⑷ 審査請求人は、平成３１年２月１８日、中小企業退職金共済法施行規則２

０条１項の規定に基づき、機構に対し、本件被共済者の退職金の減額割合

を１００分の３０とするとの申出をした。 

（退職金減額申出書） 

  ⑸ 審査請求人は、本件被共済者による新たな不正が発覚したことにより、今

後、審査請求人の被害が拡大することから、上記⑷で申し出た退職金の減

額割合では不服であるとして、平成３１年４月４日、審査庁に対し、本件

認定処分の取消しを求めて本件審査請求をした。 

 （審査請求書） 

  ⑹ 機構は、令和２年８月４日に本件被共済者がした退職金請求に対し、上記

⑷の申出を相当と認め、本件被共済者の退職金を１００分の３０減額して

支給することを決定し、その旨を同月２７日付けで本件被共済者に通知し
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た。 

   （「退職金の支給について（ご通知）」と題する書面） 

⑺ 審査庁は、令和２年９月９日、当審査会に対し、本件審査請求は棄却す

べきであるとして本件諮問をした。 

  （諮問書、諮問説明書） 

３ 審査請求人の主張の要旨 

本件被共済者が担当していた別の工事（以下単に「別の工事」という。）

において、本件被共済者による新たな不正が発覚し、今後、審査請求人の被

害が拡大することから、更に大きな退職金の減額率を求めるため、本件認定

処分の取消しを求める。 

第２ 諮問に係る審査庁の判断 

処分庁は、本件被共済者が、本件工事において金融機関の融資証明を偽造し

て審査請求人に本件工事を着工させ、平成３０年１２月２９日付けで諭旨退職

の懲戒処分を受けて退職したことから、中小企業退職金共済法施行規則１８条

３号に規定する「正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱した」

と認められるとして、審査請求人に対し、平成３１年２月７日付けで、本件認

定処分をした。 

審査請求人は、本件被共済者が、別の工事において、審査請求人に報告する

ことなく、顧客との間で合計３２０万円の値引きをする覚書を交わしていたこ

と（以下「新たな非違行為」という。）が平成３１年１月に判明したため、今

後、審査請求人の被害が拡大することから、更に大きな退職金の減額率を求め

るため、本件認定処分を取り消すことを求めている。 

懲戒当時に使用者が認識していなかった非違行為については、特段の事情の

ない限り、当該懲戒の理由とされたものでないことが明らかであるから、上記

非違行為の存在をもって当該懲戒の有効性を根拠付けることはできないと解す

るのが相当である。本件認定処分は、上記のとおり、本件被共済者による金融

機関の融資証明の偽造を理由とする懲戒処分について行われたものであり、こ

のことは、処分庁による審査請求人に対する電話聴取においても確認されてい

るから、上記懲戒処分後に判明した新たな非違行為は、上記懲戒処分の理由に

は含まれず、本件被共済者は新たな非違行為により退職したということはでき

ない。 

よって、審査請求人の上記主張は、本件認定処分の妥当性を否定するもので

はない。 
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したがって、本件認定処分は違法又は不当なものとはいえないから、本件審

査請求は棄却すべきである。 

なお、審理員意見書も、以上と同旨の理由を述べた上で、本件審査請求は理

由がないから棄却すべきであるとしている。 

第３ 当審査会の判断 

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について 

⑴ 一件記録によると、本件審査請求から本件諮問に至るまでの各手続に要

した期間は、次のとおりである。 

   本件審査請求の受付        ：平成３１年４月４日 

   審査請求の補正書の提出      ：令和元年６月７日 

   審理員の指名           ：同年１０月１１日 

（補正書の提出から約４か月） 

   反論書の提出期限         ：同年１２月１５日 

   審理員意見書の提出        ：令和２年６月３日 

                     （反論書の提出期限から約５か月半） 

   本件諮問             ：同年９月９日 

                     （審理員意見書の提出から約３か月、

本件審査請求の受付から約１年５

か月） 

⑵ そうすると、本件では、審査請求人からの審査請求の補正書の提出から

審理員の指名までに約４か月を要するとともに、反論書が提出されずにそ

の提出期限を徒過してから約５か月半を経過した後に審理員意見書が提出

され、審理員意見書の提出から本件諮問までに約３か月を要した結果、本

件審査請求の受付から本件諮問までに約１年５か月もの長期間を要してい

る。 

行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）は、簡易迅速な手続の下で

国民の権利利益の救済を図ることを目的としている（１条１項参照）から、

本件審査請求の受付から本件諮問までに上記のような長期間を要したこと

は、同法の目的にもとるものというほかない。審査庁においては、審理手

続の迅速化を図るため、審査請求事件の進行管理の仕方を改善する必要が

ある。 

⑶ 上記⑵で指摘した点以外では、本件諮問に至るまでの一連の手続に特段

違法又は不当と認めるべき点はうかがわれない。 
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２ 本件認定処分の違法性又は不当性について 

  ⑴ 中小企業退職金共済法１０条５項及び中小企業退職金共済法施行規則１８

条によれば、被共済者がその責めに帰すべき事由により退職した場合であ

って、その退職事由が退職金減額の認定基準に該当するときに、処分庁は、

退職金減額認定をすることとされている。 

本件において、審査請求人は、本件被共済者が本件工事において金融機

関の融資証明を偽造して審査請求人に本件工事を着工させたことは審査請

求人の就業規則所定の懲戒事由に該当するとして、本件被共済者に諭旨退

職の懲戒処分をし、これにより、本件被共済者は、退職している（上記第

１の２の⑴）。そして、上記懲戒事由（退職事由）については、本件被共

済者も、これを認めている（「退職金減額認定申請に係る照会について」

と題する書面、退職金減額認定申請に係る「回答書」）。 

そうすると、本件被共済者の退職については本件被共済者に帰責事由が

あり、その退職事由が退職金減額の認定基準の一つである中小企業退職金

共済法施行規則１８条３号（「正当な理由がない欠勤その他の行為により

職場規律を乱したこと又は雇用契約に関し著しく信義に反する行為」）に

該当することは明らかである。 

    そして、処分庁も、「本件は、中小企業退職金共済法第１０条第５項及び

中小企業退職金共済法施行規則第１８条第３号に該当」するとして、本件

認定処分をしている（「退職金減額認定の調査内容について」と題する書

面）。 

  したがって、本件認定処分に違法又は不当な点は認められない。 

⑵ なお、審査請求人は、本件被共済者による新たな不正が発覚し、今後、

審査請求人の被害が拡大することから、更に大きな退職金の減額率を求め

るため、本件認定処分の取消しを求めると主張する（上記第１の３）が、

本件被共済者による新たな不正が発覚したことは、上記⑴の判断を左右す

るものではないし、退職金の減額率についての不服は、当審査会の審査の

対象外であって、本件とは別の手続（中小企業退職金共済法８４条の審査

の申立て）で争うべきであるから、審査請求人の上記主張は、失当である。 

 ３ まとめ 

以上によれば、本件審査請求は理由がないから棄却すべきであるとの諮問

に係る審査庁の判断は、妥当である。 

よって、結論記載のとおり答申する。 
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行政不服審査会 第１部会 

委   員   原           優 

委   員   中 山   ひ と み 

委   員   野 口   貴 公 美 
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